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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、世界の株式市場は歴史的な急落となっています。 

このような状況のもと、当資料では、「りそな日本中小型株式ファンド（愛称：ニホンノミライ）」（以下、当

ファンド）の足元における運用状況、および今後の運用方針についてお伝えいたします。 

１．当ファンドの運用状況について 

〇国内株式市場の状況 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて世界の株式市場は歴史的な急落となっています。当ファンド

が投資対象とする国内中小型株式は同大型株式と比べた相対的な流動性の低さも嫌気され、より大きな売り

圧力を受けています。 

〇当ファンドの運用状況 

当ファンドでは日本の中小型株式を対象に、社会の構造変化を通じて中長期的に成長性が高いと見込ま

れる企業を厳選して投資を行っておりますが、基準価額は株式市場の変調を受けて年初来36.3％下落して

います。個別企業の魅力度に関わらず小型株全体が売られたことで、東証小型指数や東証マザーズ指数と

同様な動きとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年 3 月 23 日 

りそな日本中小型株式ファンド（愛称：ニホンノミライ） 
足元での運用状況について 

情報提供資料 
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(注）2019年12月30日を100として指数化

当ファンドの基準価額および各種株式指数の推移（2019年12月30日～2020年3月19日）

ニホンノミライ 東証小型指数 日経ジャスダック平均

日経平均株価 東証大型指数 東証マザーズ指数
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２．今後の見通しと運用方針 

〇 新型コロナウイルスの感染拡大が投資先企業に及ぼす影響 

新型コロナウイルスの感染拡大により、広範囲の地域や企業に対して悪影響が懸念されています。特に

WHO（世界保健機関）がパンデミックを宣言して以降、経済活動の制限が一段と強まっており、前回レポー

ト（3月4日付）で挙げた国内消費・サービス関連企業に加え、機械や自動車など外需・製造業の業績には

注意が必要と考えます。 

一方で、この混乱が社会の構造変化を加速させる可能性があると考えます。人の移動が制限される中で、リ

アルからネットへの移行が一段と進むものと思います。具体的には、企業の危機対策としてのテレワーク拡大

や、遠隔医療の利便性・必要性が再認識されつつあり、これらニーズに応え得るテクノロジー企業がますます重

要なものになるでしょう。 

このように、今回の感染拡大は短期的には企業業績の悪化となる一方で、中長期的な経済や産業の構造

変化につながるものと考えます。当ファンドが保有する株式においては、中長期的な構造変化の好影響が期

待できる銘柄や、実態的にはほとんど業績に影響がないと想定されるにも関わらず、市場の動きに巻き込まれ

て下落した銘柄があると見ています。 

◆新型コロナウイルス感染拡大により想定される影響（3月4日付レポートより更新して再掲） 

短期的に業績に悪影響が 

想定される企業群 

〇 「こと」消費銘柄（イベント、レジャー、旅行、フィットネス、カラオケ等） 

〇 インバウンド銘柄（ホテル、交通機関、レストラン等） 

〇 人材系（中途採用、バイト、派遣等） 

〇 外需系（中国から欧米等へ影響の広がりを注視。機械、自動車等） 

中長期的な構造変化に 

応えられる企業群 

〇 巣ごもり需要（電子書籍、ゲーム、EC、VOD、宅食、情報機器等） 

〇 企業の危機対策投資（テレワーク、セキュリティ、クラウド、AI 等） 

〇 遠隔医療（診療システム・アプリ、電子カルテ等） 

 

〇今後の運用方針  

 当ファンドにおいては、社会の構造変化に応え社会的な課題の解決に貢献できる企業を厳選したうえで組

み入れています。 

こうした企業群は、今回のような外的ショックを受けた業績の一時的な悪化はあっても中期的には高い業績

成長を実現することが期待できます。また、社会構造に変化が生じた場合にも、その動きを見逃さずに魅力の

ある製品やサービスを生み出していく力を有していると考えます。 

従って、一時的な株式需給の悪化によりファンダメンタルズから乖離して売り込まれた銘柄は本質的価値から

は割安な水準にあると判断し買い増しを進めます。但し、足元の業績への影響次第では中期的な成長の具

現化が後ずれするリスクもあり、そのような銘柄に対しては投資ウェイトを引き下げるなど柔軟な対応を行ってい

く方針です。 
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〇大局的な捉え方 

今回のコロナショックによる社会経済の急激な分断はグローバル化、高度情報化が進む現代社会が初めて直面

するタイプの試練だと考えます。 

しかし、過去幾度となく人類は数多の困難に直面し、その都度克服し、より豊かな社会を築いてきました。今回

の事象も日本がよりよい未来に向けて大きく変化する胎動であり、その瞬間に私達は立ち会っていると思います。

時代が大きく動くとき私達のファンドにとって大きなチャンスが訪れます。 

10年、20年後の社会を想像し、大きな社会構造変化を予測し、その中で大きく飛躍していく企業を見つけ出

し、ファンドを成長させたいと思います。長期的な視点に立って二ホンノミライを応援していただけましたら幸いです。 

 

以上 
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■お申込みメモ 

  

  

購入単位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。

詳しくは販売会社にご確認ください。

購入価額 購入申込受付日の基準価額（１万口当たり）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。

詳しくは販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（１万口当たり）

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込締切時間
原則として、購入・換金のお申込みについては、各営業日の午後3時までに受け付けた分（販売会社所定の事

務手続きが完了したもの）を当日のお申込み分として取扱います。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付

の中止および取消

金融商品取引所等における取引停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入・

換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取消すことがありま

す。

信託期間 無期限（2018年9月28日設定）

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、繰上償還すること

ができます。

・ 信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。

・ 繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。

・ やむを得ない事情が発生したとき。

決算日 年１回決算 6月25日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

原則として年１回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合に

は、分配を行わないことがあります。

※ ファンドには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によりどちらか一方の

コースのみの取扱いの場合があるため、詳しくは販売会社にご確認ください。

信託金の限度額 300億円

公告 原則として、電子公告の方法により行い、ホームページ（https：//www.resona-am.co.jp/）に掲載します。

運用報告書 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。

課税関係

当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非

課税制度）」および「ジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。配当控除の適用が

あります。益金不算入の適用はありません。税法が改正された場合などには、変更となることがあります。
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■投資リスク 

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財

産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されている

ものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異な

ります。当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドの

リスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。 

市場リスク 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の

変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合

またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなく

なることにより、基準価額の下落要因となります。

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性

が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢か

ら期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価

額が下落する要因となります。

信用リスク

流動性リスク

 

なお、当ファンドは 15～50 銘柄程度でポートフォリオを構築することを想定しており、保有する 1 銘柄あたりの株価変

動がファンドの基準価額に大きく影響する場合があります。また、中小型株式に投資する場合は大型株式に投資する

場合と比較して流動性リスクおよび信用リスクが大きくなる場合があり、当ファンドの基準価額は株式市場全般の動きか

ら大きく乖離することがあります。 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 

 

■ファンドの費用 

  

  

購入価額に2.20％（税抜2.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売

会社にご確認ください。

換金申込受付日の基準価額に0.3％を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。

ファンドの純資産総額に対して、年率1.980％（税抜1.800％）を乗じて得た額とします。

信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと

き、信託財産から支払われます。

監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に関する

租税および信託事務の処理に必要な費用等（これらの消費税等相当額を含みます。）は、その都度（監査費用は日々）

ファンドが負担します。これらその他の費用・手数料は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上

限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

その他の費用・手数料

※上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

運用管理費用

（信託報酬）

投資者が直接的に負担する費用

購入手数料

信託財産留保額

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

※運用管理費用の配分には、別途消費税等相当額がかかります。
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■委託会社、その他の関係法人 

■販売会社（お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本資料についての留意事項 

本資料はりそなアセットマネジメント株式会社が作成した情報提供資料です。投資信託のご購入にあたっては、投資信

託説明書（交付目論見書）及び目論見書補完書面を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご

自身でご判断ください。 
なお、以下の点にもご留意ください。 
 

 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するも

のではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではあ

りません。 

 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運

用ができない場合があります。 

 本資料は信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。 

 ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 

 ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融

機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。 

■委託会社   りそなアセットマネジメント株式会社 
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 2858 号 
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 
ファンドの運用の指図を行います。 
お問い合わせ：0120-223351（営業日の午前 9 時～午後 5 時） 
ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/ 

■受託会社   株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 
ファンドの財産の保管および管理を行います。 

■販売会社   募集・販売の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）などの書面の交付、換金申込の受

付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・換金代金・償還金の支払いなどを行います。 

商号（50音順） 登録番号等
日本証券

業協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

株式会社関西みらい銀行
登録金融機関

近畿財務局長（登金）第7号
○ ○

株式会社埼玉りそな銀行
登録金融機関

関東財務局長（登金）第593号
○ ○

株式会社みなと銀行
登録金融機関

近畿財務局長（登金）第22号
○ ○

株式会社りそな銀行
登録金融機関

近畿財務局長（登金）第3号
○ ○ ○


